
 

第１章 感染症の予防の推進に関する施策 

 

 第１  感染症の予防の推進の基本的な方向                  

 

１ 事前対応型行政の構築 

道は、感染症対策について、国内外における感染症に関する情報の収集、分析並

びに道民及び医師等医療関係者への公表（以下「感染症発生動向調査」という。）を

適切に実施するための体制(以下「感染症発生動向調査体制」という。)の整備や予

防計画、特定感染症予防指針に基づく取組を通じ、普段から感染症の発生予防及び

まん延防止に重点を置いた事前対応型の行政として取り組むものとする。 

また、予防計画等については、道、保健所設置市、感染症指定医療機関等、診療

に関する学識経験者の団体、消防機関その他関係機関（高齢者施設等の関係団体等

を含む。）で構成される「北海道感染症対策連携協議会」（法第10条の２に基づき、

道が設置するもの。以下「連携協議会」という。）を通じ、協議するものとする。 

 

２ 道民個人個人に対する感染症の予防及び治療に重点を置いた対策 

医学・医療の進歩等により、多くの感染症の予防・治療が可能になってきている

ため、道は、感染症の発生の状況、動向、原因に関する情報の収集、分析を行うも

のとする。 

また、その分析の結果並びに感染症の予防及び治療に必要な情報の道民への公表

を進めつつ、道民個人個人における予防と感染症の患者に対する良質かつ適切な医

療の提供を通じた早期治療の積み重ねによる感染症対策の推進を図るものとする。 

 

３ 健康危機管理の観点に立った体制の構築 

感染症は、周囲へまん延する可能性があることから、道民の健康を守るための危

機管理（以下「健康危機管理」という。）の観点に立った迅速かつ適確な対応が求

められる。 

このため、道は、感染症の病原体の検査を含めた総合的な感染症発生動向調査体

制を確立するとともに、予防計画並びに健康危機管理の段階に応じた行動計画等の

策定及びその周知を通じ、行政機関内の関係部局はもちろんのこと、その他の関係

機関・団体等と適切に連携して迅速かつ適確に対応できる体制を構築するものとす

る。 

 

４ 人権の尊重 

(1) 感染症の患者等を社会から切り離すといった視点ではなく、感染症の予防と患者

等の人権尊重の両立を基本とする観点から、道は、患者個人の意思や人権を尊重し、

一人一人が安心して社会生活を続けながら良質かつ適切な医療を受けられ、入院の

措置がとられた場合には、早期に社会復帰できるような環境の整備を進めるものと

する。 
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(2) 道は、感染症に関する個人情報の保護に十分留意するものとする。

また、感染症に対する差別や偏見を解消するため、報道機関等に対し協力を求め

るとともに、あらゆる機会を通じて正しい知識の普及啓発に努めるものとする。 

５ 道及び市町村の果たすべき役割 

(1) 道は、地域の特性に配慮しつつ、市町村と相互に連携して、感染症の発生の予防

及びまん延の防止のための施策に関する国内外の動向を踏まえるとともに、感染症

の患者等の人権を尊重し、次に掲げる施策の推進を図るものとする。

ア 発生予防及びまん延防止のための施策

イ 正しい知識の普及、情報の収集・分析及び公表

ウ 調査・研究

エ 人材の養成・資質の向上及び確保

オ 検査体制の整備

カ 医療提供体制の整備

(2) 道は、連携協議会において、法に基づく予防計画の策定等を通じて、道、保健所

設置市、その他の関係者の平時（患者発生後の対応時（法第４章又は法第５章の規

定による措置が必要とされる状態をいう。以下同じ。）以外の状態をいう。以下同

じ。）からの意思疎通、情報共有、連携の推進を図るものとする。

(3) 保健所設置市が、基本指針及び道が策定する予防計画に即して予防計画を策定す

ることに鑑み、道及び保健所設置市（以下「道・保健所設置市」という。）は、連携

協議会等を通じるなどして、予防計画を立案する段階から、相互に連携して感染症

対策の実施に当たるものとする。

(4) 道・保健所設置市は、保健所を地域における感染症対策の中核的機関として、ま

た、道立衛生研究所、札幌市衛生研究所及び函館市衛生試験所（以下「衛生研究所」

という。）を本道における感染症の技術的かつ専門的な機関として、それぞれの役

割が十分に果たされるよう、体制整備や人材育成等の取組を計画的に進めるものと

する。

(5) 道は、平時から感染症対応が可能な専門職を含む人材の確保、人材派遣及び人材

の受入れ等に関する体制を構築するものとする。

また、法第36条の２第１項に規定する新型インフルエンザ等感染症等発生等公表

期間（以下「新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間」という。）には、道・

保健所設置市は、情報集約、業務の一元化等の対応により、協力して感染症対応に

取り組むものとする。 

(6) 道内で複数の保健所にわたる広域的な感染症の患者等の発生や感染症のまん延

のおそれがあるときには、道・保健所設置市は、近隣の保健所及び市町村と連携し

て感染症対策を行うとともに、情報の収集・分析・提供や医療提供に係る協力など、

相互に必要な役割を果たすものとする。 

(7) 複数の都府県等（都府県、保健所を設置する市及び特別区をいう。以下同じ。）

にわたる広域的な地域に感染症のまん延のおそれがあるときには、道・保健所設置

市は、近隣の県市や、人及び物資の移動に関して関係の深い都府県と相互に協力し

ア　発生予防及びまん延防止のための施策
イ　正しい知識の普及、情報の収集・分析及び公表
ウ　調査・研究
エ　人材の養成・資質の向上及び確保
オ　検査体制の整備
カ　医療提供体制の整備
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ながら感染症対策を行うものとする。 

また、このような場合に備えるため、国と連携を図りながら、これらの都府県と

の協力体制についてあらかじめ協議をしておくものとする。 

(8) 道・保健所設置市は、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において、

迅速に体制を移行し、対策が実行できるよう、平時から医療提供体制、保健所、検

査及び宿泊療養（道・保健所設置市が確保する宿泊施設における療養をいう。以下

同じ。）の対応能力の構築を進めるものとする。 

(9) 市町村は、自宅療養者等の療養環境の整備等、道が実施する施策への協力や感染

状況等の情報提供、相談対応を通じて道民に身近な立場から感染症の発生及びまん

延の防止を図るものとする。 

 

６ 道民に求められる対応 

  道民は、感染症に関する正しい知識を持ち、その予防に必要な注意を払うととも

に、偏見や差別をもって感染症の患者やその家族、それら患者等と接する機会の多

い職業に従事する方々などへの人権を損なわないことが求められ、道は、必要な対

応を行うものとする。 

 

７  医師等に求められる対応 

(1) 医師その他の医療関係者は、通常医療の提供体制を考慮し、道及び市町村の施策

に協力するとともに、患者等に対する適切な説明及び良質かつ適切な医療を提供す

ることが求められ、道は、必要な対応を行うものとする。 

(2) 病院、診療所、病原体等の検査を行っている機関、老人福祉施設等の開設者等は、

施設における感染症の発生予防やまん延防止のために必要な措置を講じることが

求められ、道は、必要な対応を行うものとする。 

(3) 保険医療機関又は保険薬局に対しては、感染症の入院患者の医療その他必要な医

療の実施について、道が講ずる措置に協力を得られるよう、道は、必要な対応を行

うものとする。 

特に公的医療機関等（法第36条の２第１項に規定する公的医療機関等をいう。以

下同じ。）、地域医療支援病院及び特定機能病院に対しては、新型インフルエンザ等

感染症等発生等公表期間に新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症

（以下「新興感染症」という。）に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅

速かつ適確に講ずるため、道が通知する医療の提供等の事項について、措置の協力

を求めるものとする。 

 

８ 歯科医療機関（病院歯科、歯科診療所）に求められる対応 

歯科医療機関の医療関係者は、道及び市町村の施策への協力とともに、感染症の

予防を図ることが求められ、道は、必要な対応を行うものとする。 

 

９ 薬局に求められる対応 

薬局の医療関係者は、薬学的管理（薬剤服用歴の管理、服薬状況や副作用の把握

道・保健所設置市は、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において、

病院、診療所、病原体等の検査を行っている機関、老人福祉施設等の開設者等は、
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等）や患者への適切な服薬指導などを実施することが求められ、道は、必要な対応

を行うものとする。 

 

10 訪問看護事業所に求められる対応 

訪問看護事業所の医療関係者は、道及び市町村の施策への協力とともに、感染症

の予防を図ることが求められ、道は、必要な対応を行うものとする。 

 

11 獣医師等に求められる対応 

(1) 獣医師その他の獣医療関係者は、道及び市町村の施策への協力とともに、感染症

の予防を図ることが求められ、道は、必要な対応を行うものとする。 

(2) 動物等取扱業者（法第５条の２第２項に規定する者をいう。以下同じ。）は、自

らが取り扱う動物及びその死体（以下「動物等」という。）が感染症を人に感染させ

ることがないように、感染症の予防に関する知識及び技術の習得、動物等の適切な

管理その他の必要な措置を講じることが求められ、道は、必要な対応を行うものと

する。 

 

12 予防接種の推進 

予防接種は、感染源対策、感染経路対策及び感受性対策（感染予防・重症化予防）

からなる感染症の予防対策の中で、感受性対策を担う重要なものである。このため、

道は、ワクチンの有効性や安全性、副反応等に関する正しい知識の普及を進め、道

民の理解を得つつ、適切な予防接種の推進に努めるものとする。 

 

13 数値目標等 

(1) 数値目標 

本計画では、感染症に係る医療を提供する体制の確保その他感染症の発生を予 

防し、又はそのまん延を防止するための措置に必要なものとして、厚生労働省令 

で定める体制の確保に係る数値目標を設定するものとする。 

(2) 対象とする感染症 

感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するための医療体制の確保に当た

り対象とする感染症は、法に定める新興感染症を基本とする。道は、本計画の策定

に当たっては、一定の想定を置くものとするが、国の基本指針に沿って、まずはこ

れまでの対応の教訓を生かすことができる新型コロナウイルス感染症への対応を

念頭に取り組むものとする。 

なお、実際に発生及びまん延した感染症が、事前の想定とは大きく異なる事態と

なった場合は、その感染症の特性に合わせて協定（※）の内容を見直すなど、実際

の状況に応じた迅速な対応を行う。また、「事前の想定とは大きく異なる事態」の

判断については、新型コロナウイルス感染症への対応（流行株の変異等の都度、国

により方針が提示）を参考に、国内外の最新の知見や、現場の状況等から国が判断

するものとする。 

  ※ 協定：医療措置協定（第６）、検査措置協定（第５）、宿泊施設確保措置協定（第８） 

動物等取扱業者（法第５条の２第２項に規定する者をいう。以下同じ。）は、自
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 (3) 進捗の確認 

  道は、連携協議会において、毎年、予防計画に基づく取組状況や、数値目標の達

成状況等について進捗確認を行い、平時より感染症の発生及びまん延を防止してい

くための取組を関係者が一体となって PDCAサイクルに基づいて改善を図るなど、実

施状況について検証するものとする。 

 (4) 関係機関及び関係団体との連携 

   道は、数値目標の達成状況を含む本計画の実施状況及びその実態に有用な情報を

連携協議会の構成員と共有し、連携の緊密化を図るものとする。 

 

 

 第２ 感染症の発生の予防のための施策に関する事項                        

 

１  基本的な考え方 

(1) 道は、感染症の発生予防のための施策については、事前対応型行政の観点に立っ

て、その推進を図るものとする。 

(2) 感染症の発生予防のために日常行われるべき施策については、手洗い等の手指衛

生や換気などの基本的な感染対策のほか、２に定める感染症発生動向調査を中心と

する対策に加え、平時における３に定める食品保健対策、４に定める環境衛生対策

等が重要であり、これらの対策の推進に当たっては、道は、関係機関及び関係団体

と連携を図りながら、適切に対応するものとする。 

(3) 予防接種による予防が可能でワクチンの有効性及び安全性が確認されている感

染症については、予防接種法（昭和23年法律第68号）に基づき適切に予防接種が行

われることが重要であり、市町村は、医師会等と連携を図りながら、個別接種の推

進等対象者が予防接種をより安心して受けられるような環境の整備に努めるもの

とする。また、道及び市町村は、予防接種を希望する者に対し、予防接種が受けら

れる場所、医療機関等についての情報を積極的に提供していくものとする。 

  このほか、予防接種の実施内容によっては、道と市町村が連携し、広域的な調整

など、円滑な接種に向けた取組を進めるものとする。 

 

２  感染症発生動向調査 

(1) 感染症発生動向調査は、感染症の予防のための施策の推進に当たって最も基本

的な事項であり、道・保健所設置市は、感染症発生動向調査を適切に実施するもの

とする。 

(2) 感染症に関する情報の収集・分析及び公表については、全国一律の基準及び体系

で進めていくことが不可欠であり、道・保健所設置市は、医師会等の協力を得て、

感染症発生動向調査の重要性に関し、特に現場の医師等に対して、その周知を図り、

調査を適切に進めるものとする。 

(3) 道・保健所設置市は、法第12条に規定する医師の届出の提出について、医師会等

の協力を得ながらその周知を図り、病原体の提出を求めるとともに、最新の医学的

知見を踏まえ、適時、感染症発生動向調査の実施方法の見直しについての検討や、

予防接種による予防が可能でワクチンの有効性及び安全性が確認されている感

感染症発生動向調査は、感染症の予防のための施策の推進に当たって最も基本
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感染症サーベイランスシステムを活用した迅速かつ効果的な情報収集・分析を推

進するものとする。また、道は、法第14条第１項及び第14条の２第１項に規定する

届出機関の指定に当たっては、感染症の発生の状況及び動向を正確に把握できる

よう、その指定を行うものとする。 

(4) 法第13条の規定による届出を受けた知事・保健所設置市の長（以下「知事・保健

所設置市長」という。）は、当該届出に係る動物又はその死体が感染症を人に感染

させることを防止するため、速やかに第３の５に定める積極的疫学調査の実施そ

の他必要な措置を講ずるものとする。この場合においては、保健所、衛生研究所、

動物等取扱業者の指導を行う機関等が相互に連携するものとする。 

(5) 感染症の病原体の迅速かつ正確な特定は、患者への良質かつ適切な医療の提供

のために不可欠であるとともに、感染症の発生予防及びまん延防止のために極め

て重要な意義を有している。 

このため、道・保健所設置市は、衛生研究所及び保健所（以下「衛生研究所等」

という。）を中心として、病原体に関する情報が一元的に収集・分析及び公表され

る体制を構築するとともに、患者や病原体に関する情報を全国一律の基準及び体

系で一元的に収集・分析等を行う感染症発生動向調査体制を構築するものとする。 

また、衛生研究所等が必要に応じて医療機関及び大学等の研究機関の協力も得

ながら、病原体の収集・分析を行うものとする。 

 

３  食品保健対策との連携 

飲食に起因する感染症である食品媒介感染症の予防には、感染症対策担当部門と

食品保健担当部門の役割分担と連携が重要であり、道・保健所設置市は、食品の検

査及び監視を要する業種や給食施設への発生予防の指導等に当たっては、食品保健

担当部門が主体となり、二次感染によるまん延防止等の情報の公表や指導に当たっ

ては、感染症対策担当部門が主体となってそれぞれが連携を図りながら対応するも

のとする。 

 

４ 環境衛生対策との連携 

(1) 平時における水や空調設備、ねずみ族及び昆虫等を介する感染症の発生予防対

策に当たっては、道・保健所設置市の感染症対策担当部門と環境衛生担当部門が連

携を図りながら、感染症を媒介するねずみ族及び昆虫等（以下「感染症媒介昆虫等」

という。）の駆除並びに防鼠及び防虫に努めることの必要性等の正しい知識の普及、

蚊を介する感染症が流行している海外の地域等に関する情報の提供、カラス等の

死亡鳥類の調査、関連業種への指導等を行うものとする。 

(2) 平時における感染症媒介昆虫等の駆除並びに防鼠及び防虫については、地域の

実情に応じ、市町村が各々の判断で適切に実施するものとする。 

また、駆除に当たっては、過剰な消毒及び駆除とならないよう、配慮するものと

する。 

 

 

感染症の病原体の迅速かつ正確な特定は、患者への良質かつ適切な医療の提供

平時における水や空調設備、ねずみ族及び昆虫等を介する感染症の発生予防対

平時における感染症媒介昆虫等の駆除並びに防鼠及び防虫については、地域の

- 6 -



 

５ 検疫所との連携 

(1) 道は、国内に存在しない感染症の病原体が船舶又は航空機を介して道内に侵入

することを防止するため、平時から、検疫所と連携を図るものとする。 

(2) 道内の検疫所長が、医療機関に迅速かつ適確に入院を委託することができる体

制を整備するため、医療機関の管理者と協定を締結しようとするとき、知事は、検

疫所長に対し、連携協議会等を通じるなどして意見を述べることができるものと

する。 

 

６ 保健所及び衛生研究所の役割分担等 

(1) 保健所は、地域における感染症対策の中核的機関として、感染症の発生予防に当

たるとともに、感染症に関する情報の把握をはじめとする感染症の発生予防対策に

ついて、医師会及び医療機関等と連携を図るものとする。 

(2) 衛生研究所は、感染症の技術的かつ専門的な機関として、保健所と連携の下に、

関係機関に対して迅速かつ適確な病原体に関する情報を提供できるよう、検査機能

の強化等を進めるものとする。 

 

７ 関係機関及び関係団体との連携 

感染症の発生予防対策を効果的かつ効率的に進めていくため、道及び市町村は、

感染症対策担当部門、食品保健担当部門、環境衛生担当部門のほか、学校、企業等

の関係機関と緊密な連携を図るものとする。 

また、連携協議会を通じるなどして、医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会

等の医療関係団体等や高齢者施設等の関係団体等と連携を図るものとする。 

このほか、道は、広域での対応に備え、知事会を通じるなどして、国及び他都府

県との連携強化を図るものとする。 

 

 

 第３ 感染症のまん延の防止のための施策に関する事項                       

 

１ 基本的な考え方 

(1) 道は、感染症のまん延防止対策の実施に当たり、感染症の患者等の人権を尊重し

つつ、健康危機管理の観点に立って、迅速かつ適確に対応するとともに、良質かつ

適切な医療の提供を通じた早期治療の推進を図るものとする。 

(2) 感染症のまん延防止には、道民が自ら予防に努め、健康を守るよう取り組むこと

が重要である。 

このため、道・保健所設置市は、感染症発生動向調査等による情報の提供を適時・

適切に行うことにより、患者等を含めた道民、医療関係者等の理解と協力が得られ

るよう努めるものとする。 

(3) 知事は、新興感染症の発生の状況、動向及び原因に関する情報などについて適

時・適切に公表するとともに、当該情報に関する道民の理解の増進に資する必要が

あると認めるときは、市町村長に対し、必要な協力を求めるものとする。 

知事は、新興感染症の発生の状況、動向及び原因に関する情報などについて適

道は、国内に存在しない感染症の病原体が船舶又は航空機を介して道内に侵入

道内の検疫所長が、医療機関に迅速かつ適確に入院を委託することができる体

- 7 -



 

また、当該協力のために必要があると認めるときは、協力を求めた市町村長に対

し、個人情報の保護に留意の上、患者数及び患者の居住地域等の情報を提供するこ

とができるものとする。 

(4) 知事・保健所設置市長は、感染症の患者等に対する健康診断の措置のほか、法第

24 条に規定する感染症の診査に関する協議会（以下「感染症診査協議会」という。）

の意見をあらかじめ聴いた上で実施する入院措置や就業制限といった、対人措置

（法第４章に規定する措置をいう。以下同じ。）については、一定の行動制限を伴

う対策であることから、必要最小限のものとするとともに、患者等の人権を尊重す

るものとする。 

(5) 知事・保健所設置市長は、対人措置及び消毒その他の措置として対物措置（法第

５章に規定する措置をいう。以下同じ。）を行うに当たっては、感染症発生動向調

査等により収集された情報を活用し、適切に対応するものとする。 

(6) 道・保健所設置市は、特定の地域に感染症が集団発生した場合に施設の機能が維

持できるよう、医療・介護の専門職等の人材確保について、あらかじめ相互の連携

体制を確保する。 

また、医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会等の医療関係団体等や高齢者施

設等の関係団体等との連携体制を、確保しておくものとする。 

(7) 道・保健所設置市は、広域的に感染症がまん延した場合には、国に対し技術的な

援助等を要請するとともに、相互に連携して、まん延防止対策を実施するものとす

る。 

(8) 知事は、感染症のまん延防止のため緊急の必要があるときは、必要に応じ、予防

接種法第６条に基づく指示を行い、臨時の予防接種が適切に行われるようにする。 

 

２  対人措置（検体の採取等、健康診断、就業制限及び入院） 

(1) 知事は、対人措置を講ずるに当たっては、感染症の発生及びまん延に関する情報

を対象となる患者等に提供し、理解と協力を求めることを基本とする。なお、その

措置については、人権尊重の観点から必要最小限のものとするとともに、審査請求

に係る教示等の手続及び法第20条第６項に基づく患者等に対する意見を述べる機

会の付与を厳正に行うものとする。 

(2) 検体の提出若しくは検体の採取に応じるべきことの勧告又は検体採取の措置の 

対象者は、一類感染症、二類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、 

疑似症患者若しくは無症状病原体保有者若しくは感染症の患者と接触した者など 

当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者又は新感染症の所 

見がある者若しくは新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者 

とする。 

(3) 就業制限や入院措置等につなげるために行われる感染症の患者と接触した者な 

どへの健康診断(受診)の勧告等については、病原体の感染経路その他の事情を十 

分に考慮した上で、科学的に当該感染症にかかっていると疑うに足る理由のある 

者を対象として行うものとする。 

また、法に基づく健康診断(受診)の勧告等以外にも、道民による自発的な健康 
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の趣旨をよく説明し、理解を得ることに努めるものとする。 

また、一類感染症、二類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者又は

新感染症の所見がある者が、正当な理由なく応じない場合には、指示、罰則の対象

となることを、人権に配慮しあらかじめ丁寧に説明するものとする。 

(3) 積極的疫学調査は、①一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は新

型インフルエンザ等感染症の患者が発生し、又は発生した疑いがある場合、②五類

感染症の発生の状況に異状が認められる場合、③国内で発生していない感染症で

あって国外でまん延しているものが発生するおそれがある場合、④動物が人に感

染させるおそれがある感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合、⑤その他

知事・保健所設置市長が必要と認める場合に行うものとする。 

また、積極的疫学調査においては、保健所、衛生研究所、動物等取扱業者に指導

を行う機関等が密接な連携を図ることにより、地域における流行状況の把握並びに

感染源及び感染経路の究明を迅速かつ適確に進めていくものとする。 

(4) 知事・保健所設置市長は、積極的疫学調査に当たっては、必要に応じ国立感染症

研究所、国立研究開発法人国立国際医療研究センター、他都府県の地方衛生研究所

等の協力を得ながら実施するものとする。 

(5) 緊急時において、国が積極的疫学調査を実施する場合には、調査を行う地域の実

情を把握している道・保健所設置市が国と連携を図りながら必要な情報の収集を行

うものとする。 

 

６ 指定感染症への対応 

知事・保健所設置市長は、法第６条第８項に規定する政令（以下「政令」という。）

により指定された感染症にかかっていると疑われる者を診断した旨の医師からの

届出があった場合には、政令で適用することが規定された法的な措置に基づき適切

に対応するものとする。 

 

７ 新感染症への対応 

知事・保健所設置市長は、新感染症にかかっていると疑われる者を診断した旨の

医師からの届出があった場合には、直ちに国に通報し、技術的な指導及び助言を求

め、又は指示を受けながら、必要な対応を行うものとする。 

 

８ 食品保健対策との連携 

(1) 食品媒介感染症が疑われる疾患が発生した場合には、道・保健所設置市は、食品

保健担当部門が主として病原体の検査等を行い、感染症対策担当部門が患者に関す

る情報を収集するなどの役割分担により、相互に連携を図りながら、迅速な原因究

明を行うものとする。 

(2) 病原体、原因食品、感染経路等が判明した場合には、道・保健所設置市の食品保

健担当部門が、一次感染を防止するため原因物質に汚染された食品等の販売禁止、

営業停止等の行政処分の手続きを行うものとし、感染症対策担当部門が、必要に応

じ消毒等を行うものとする。 
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(3) 二次感染による感染症のまん延防止については、道・保健所設置市の感染症対策

担当部門は、感染症に関する情報の公表を行う等の必要な措置を講じ、その防止を

図るものとする。 

(4) 道・保健所設置市は、原因となった食品等の究明に当たっては、必要に応じて衛

生研究所、国立試験研究機関等との連携を図るものとする。 

 

９  環境衛生対策との連携 

水や空調設備、ねずみ族及び昆虫等を介した感染症のまん延防止のための対策を

講ずるに当たっては、道・保健所設置市の感染症対策担当部門は、環境衛生担当部

門との連携を図るものとする。 

 

10 検疫所との連携 

検疫手続の対象となる入国者について、一類感染症、二類感染症、三類感染症、

四類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の病原体の保有が明

らかになった場合等には、道は検疫所からの通知を受け、陽性が判明した入国者の

濃厚接触者の確認や健康観察等について、検疫所と連携して必要な対応を行うもの

とする。 

 

11 関係機関及び関係団体との連携  

感染症のまん延防止、特に感染症の集団発生や原因不明の感染症が発生した場合

に迅速な対応を行うため、道及び市町村は、国、他都府県及び医師会、歯科医師会、

薬剤師会、看護協会等の医療関係団体と連携を図るものとする。 

 

 

 第４ 感染症及び病原体等に関する情報の収集、調査及び研究に関する事項              

 

１  基本的な考え方 

感染症対策は、科学的な知見に基づいて推進されるものであることから、感染症

及び病原体等に関する調査及び研究は、感染症対策の基本となるものである。 

このため、道・保健所設置市は、関係機関との緊密な連携を図るとともに、人材

の育成等の取組などに努め、調査及び研究を推進するものとする。  

 

２ 情報の収集、調査及び研究の推進 

(1) 道・保健所設置市は、情報収集や計画的な調査・研究を推進するに当たっては、

感染症対策の中核的機関である保健所並びに感染症及び病原体等の技術的かつ専

門的機関である衛生研究所と連携を図るものとする。 

(2) 保健所は、衛生研究所や医療機関等との連携の下に感染症対策に必要な情報の収

集、疫学的調査・研究を進め、地域における総合的な感染症の情報の発信拠点とし

ての役割を果たすものとする。 

(3) 衛生研究所は、国立感染症研究所や保健所等との連携の下に、感染症及び病原体
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等の調査・研究、試験検査並びに感染症及び病原体等の情報の収集・分析等を進め、

技術的かつ専門的機関としての役割を果たしていくものとする。 

(4) 道・保健所設置市は、感染症に係る調査・研究に当たっては、疫学的な知識及び

感染症対策の経験を有する人材の活用を図るものとする。 

(5) 道・保健所設置市は、迅速かつ効率的に情報を収集するため、厚生労働省令で定

める感染症指定医療機関等の医師が、道に対して行う次の届出等については、電磁

的方法により行うよう、相互に連携し、感染症指定医療機関等へ働きかけを行うも

のとする。 

 ア 感染症の発生届 

 イ 積極的疫学調査 

 ウ 新型インフルエンザ等感染症の患者又は新感染症の所見があるものが入院し 

た場合の報告 

 エ 当該患者又は所見があるものが退院又は死亡した場合の報告 

(6) 道・保健所設置市は、感染症指定医療機関等における、新興感染症対応に係る知

見の収集や分析結果などの情報について、必要に応じ、当該医療機関等の協力を得

ながら、収集を図るものとする。 

 

３ 関係機関及び関係団体との連携 

   衛生研究所は、国立感染症研究所等の関係研究機関と連携を図りながら、感染症

及び病原体等に関する調査・研究を進めるものとする。 

 

 

 第５ 病原体等の検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項             

 

１ 基本的な考え方  

(1) 感染症対策において、病原体等の検査の実施体制及び検査能力（以下「病原体等

の検査体制等」という。）の確保に努め、迅速かつ適確な検査につなげるとともに、

患者等の人権の尊重、感染の拡大防止等を図るものとする。 

(2) 衛生研究所等における病原体等の検査体制等については、感染症の予防及び感

染症の患者に対する医療に関する法律施行規則（平成10年厚生省令第99号）第７条

の３及び第８条の規定に基づき整備し、管理するものとする。 

このほか、感染症対策においては、感染症指定医療機関のみならず、一般の医療

機関及び民間の検査機関等における検査体制を確保することも必要であることか

ら、道・保健所設置市は、必要に応じて、これらに対する技術的支援や精度管理等

に努めるものとする。 

(3) 道・保健所設置市は、新興感染症のまん延が想定される感染症が発生した際に、

検査が流行初期の段階から円滑に実施されるよう、平時から計画的な準備を行う

とともに、民間の検査機関等との連携を推進するものとする。 

 

 

衛生研究所等における病原体等の検査体制等については、感染症の予防及び感
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２ 病原体等の検査の推進 

(1) 広域にわたり又は大規模な感染症が発生し、若しくはまん延した場合における、

病原体等の検査に係る役割分担としては、感染初期については、衛生研究所が検査

を実施し、感染拡大の状況により、必要に応じて衛生研究所の技術的支援のもと、

保健所（保健所設置市含む。）において検査を実施するものとする。 

(2) 道は、道立衛生研究所及び保健所が試験検査機能を発揮できるよう、計画的な人

員の確保や配置及び機器の点検・更新や精度管理を行うとともに、国立感染症研究

所等が実施する研修に職員を計画的に参加させるほか、道立衛生研究所及び保健所

と連携し、実践型の訓練を行うものとする。 

(3) 衛生研究所は、新興感染症の発生初期において検査を担うことを想定し、平時か

らの研修や実践的な訓練の実施、検査機器等の設備の整備、検査試薬等の物品の確

保等を通じ、病原体等の試験検査機能の向上を進めるとともに、地域の検査機関の

資質向上及び精度管理に向けて、情報の収集・提供及び技術的指導を行うものとす

る。 

また、国立感染症研究所の検査手法を活用して検査実務を行うほか、保健所や他

都府県の地方衛生研究所と連携して、迅速かつ適確に検査を実施するものとする。 

(4) 道は、新興感染症のまん延時に備え、病原体等の検査体制等を速やかに整備でき

るよう、民間検査機関又は医療機関との検査措置協定等により、平時から計画的に

準備を行うものとする。 

また、衛生研究所等と協力し、検査に係る体制（検体搬送に係る手順や地域の実

情に応じた効率的な搬送方法、検査数、検査結果の患者への伝達方法、保健所間の

連携体制等）や電磁的方法での情報共有方法等を検討するものとする。 

 

３ 病原体等の検査情報の収集、分析及び公表 

感染症の病原体等に関する情報の収集・分析及び公表は、患者に関する情報とと

もに、感染症発生動向調査の中核をなす重要なものであることから、道・保健所設

置市は、病原体等に関する情報の収集・分析を行うとともに、個人情報の保護に留

意した上で、患者情報と病原体情報を迅速かつ総合的に分析し、公表するものとす

る。 

 

４ 関係機関及び関係団体との連携 

道・保健所設置市は、病原体等に関する情報の収集に当たっては、医師会等の関

係団体及び民間検査機関等と連携を図るものとする。 

また、特別な技術が必要とされる病原体等の検査については、国立感染症研究所

等と大学の研究機関等の相互の連携により実施されることがあることから、関連情

報を収集するものとする。 
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５ 数値目標等 

指標名 流行初期 流行初期以降 

検査の実施件数 1,290 件/日 9,856 件/日 

衛生研究所等における

検査機器数 
22台 25台 

 

 

 第６ 感染症に係る医療を提供する体制の確保に関する事項              

 

１ 基本的な考え方 

(1) 道は、医学・医療の著しい進歩等により、多くの感染症について治癒やコントロ

ールが可能となってきていることを踏まえ、感染症の患者に対して早期に良質かつ

適切な医療を提供し、重症化を防ぐとともに、感染症病原体の感染力の減弱・消失

等に努め、感染症のまん延防止を図るものとする。 

(2) 基本指針では、実際の医療現場における感染症に係る医療は特殊なものではな

く、まん延防止を担保しながら一般の医療の延長線上で行うとの認識の下に、良質

かつ適切な医療の提供が行われることとされている。 

このため、第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関、第一種協定

指定医療機関、第二種協定指定医療機関及び結核指定医療機関による感染症の患者

に対する感染症以外の患者と同様の療養環境における医療の提供、通信の自由を実

効的に担保するための必要な措置、不安解消のための説明とカウンセリング（相談）

などの適切な対応が行われるよう、道は、必要な対応を行うものとする。 

また、結核指定医療機関においては、患者に薬物療法を含めた治療の必要性につ

いて説明し、理解及び同意を得て治療を行われるよう、道は、必要な対応を行うも

のとする。 

(3) 第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関、第一種協定指定医療機

関、第二種協定指定医療機関及び結核指定医療機関は、その機能に応じた、それぞ

れの役割を担うとともに、必要に応じ、相互の連携や、衛生研究所及び特定感染症

指定医療機関、国立感染症研究所等との連携を図るものとする。 

(4) 道は、新興感染症が発生した際に、速やかに入院、外来診療、自宅療養者等への

医療等が提供できるよう、連携協議会等を通じるなどして、関係者や関係機関と協

議の上、医療措置協定を締結するなど、平時から計画的な準備を行うものとする。 

また、主に当該感染症に対応する医療機関と当該感染症以外に対応する医療機関

等の役割分担等について、有事（新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間を

いう。以下同じ。）における状況等も十分に考慮した上で、調整を行うものとする。 

(5) 道は、感染拡大の恐れがある感染症への対応を適確に行うため、衛生研究所や感

染症指定医療機関等と緊密に連携し、当該感染症に係る情報の収集・分析、対応方

針の共有を図るものとする。 

 

基本指針では、実際の医療現場における感染症に係る医療は特殊なものではな
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２  感染症に係る医療の提供体制 

(1) 知事は、主として一類感染症の患者の入院を担当し、これと併せて二類感染症又

は新型インフルエンザ等感染症の患者の入院も担当する医療機関として、総合的な

診療機能を有する病院のうち、法第38条第２項に規定する厚生労働大臣の定める基

準に適合するものについて、その開設者の同意を得て、第一種感染症指定医療機関

を１か所指定するものとする。 

この場合において、当該指定に係る病床の数は２床とする。 

(2) 知事は、二類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者の入院を担当させる

医療機関として、総合的な診療機能を有する病院のうち、法第38条第２項に規定す

る厚生労働大臣の定める基準に適合するものについて、その開設者の同意を得て、

第二種感染症指定医療機関を第二次医療圏（医療法第30条の４第２項第14号に規定

する区域をいう。以下同じ。）ごとに原則として１か所指定するものとする。 

この場合において、当該指定に係る病床の数は、当該第二次医療圏の人口を勘案

して必要と認める数とする。 

  ただし、以下の条件を全て満たす場合は、一つの病院を複数の第二次医療圏の区

域内の二類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者の入院を担当させる第

二種感染症指定医療機関として指定できるものとする。 

 ア  地理的条件、社会的条件、交通事情等に照らし、一つの病院に複数の第二次医

療圏の区域内の二類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者の入院を担

当させることが効率的であると認められる場合 

 イ 当該指定に係る病床が当該複数の第二次医療圏の区域内の人口を勘案して必

要と認める病床数の総和以上となる場合 

(3) 感染症の発生・まん延時において、一般医療機関に緊急避難的にこれらの患者を

入院させる必要がある場合には、道・保健所設置市は、医師会、歯科医師会、薬剤

師会、看護協会等の医療関係団体等の協力を得るなどして、適切に対応するものと

する。 

特に、全国的かつ急速なまん延が想定される新興感染症については、入院患者数

及び外来受診者数の急増が想定されることから、平時から、法に基づき締結する医

療措置協定等により、当該感染症の患者の入院体制及び外来体制や、当該感染症の

後方支援体制を迅速に確保するものとする。 

(4) 道は、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間に新興感染症の入院を担当

する医療機関と平時に医療措置協定を締結し、第一種協定指定医療機関に指定する

ものとする。 

(5) 道は、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間に新興感染症の発熱外来、

自宅療養者等への医療の提供を担当する医療機関、薬局等と平時に医療措置協定を

締結し、第二種協定指定医療機関に指定するものとする。 

(6) 道は、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間に(4)又は(5)の医療機関に

代わって患者を受け入れる医療機関又は感染症医療担当従事者等を派遣する医療

機関と平時に医療措置協定を締結するとともに、療養解除後の患者が円滑に施設で

の生活に移行できるよう、介護老人保健施設等の高齢者施設等とも連携した上で、
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後方支援体制を整備するものとする。 

また、感染症医療担当従事者等を派遣する医療機関と平時に医療措置協定を締結

し、医療人材の応援体制を整備するとともに、法の規定（※）に基づく都道府県の

区域を越えた医療人材の応援を要請する場合の方針について、平時から確認してお

くものとする。 

※ 新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者、新型インフルエンザ等感染症予

防等業務関係者、新感染症医療担当従事者、新感染症予防等業務関係者について、

都道府県の区域を越えた応援に関する規定 

・ 法第44条の４の２第１項から第３項（これらの規定を法第44条の８におい

て準用する場合を含む。） 

・ 法第51条の２第１項から第３項 

(7) 新興感染症の流行初期の段階における入院・発熱外来対応については、流行初期

医療確保措置を活用できるよう、道と医療機関等が医療措置協定をあらかじめ締結

するものとする。 

(8) 道は、感染症指定医療機関による感染症への対応により得られた知見を含む、道

内外の最新の知見等について、随時、収集、更新及び医療機関等への周知を行いな

がら、感染症対応を行うものとする。 

(9) 時期に応じた対応 

① 新興感染症発生早期 

    国内での新興感染症発生早期（新興感染症発生から法に基づく厚生労働大臣

による発生の公表前まで）の段階は、第一種感染症指定医療機関及び第二種感

染症指定医療機関の感染症病床を中心として実施できるよう、道は、必要な対

応を行うものとする。 

② 流行初期 

    新興感染症発生の公表後の流行初期の一定期間（３か月を基本として必要最

小限の期間を想定）には、発生の公表前から対応の実績のある当該感染症指定

医療機関による、流行初期医療確保措置の対象となる医療措置協定に基づく対

応も含めた引き続きの対応とともに、知事の判断に基づき、当該感染症指定医

療機関以外の流行初期医療確保措置の対象となる医療措置協定を締結した医療

機関を中心として実施できるよう、道は、必要な対応を行うものとする。 

③ 流行初期以降 

    流行初期以降は、当該医療機関に加え、当該医療機関以外の医療措置協定を

締結した医療機関のうち、公的医療機関等（公的医療機関等以外の医療機関の

うち新興感染症に対応することができる医療機関を含む。）を中心として実施で

きるよう、道は、必要な対応を行うものとする。 

その後３か月程度を目途に、順次速やかに、医療措置協定を締結した全ての医

療機関が実施できるよう、道は、必要な対応を行うものとする。 

なお、感染症指定医療機関から順次対応し、全ての医療機関等による医療の提

供が可能となるよう、それぞれの役割に応じた体制の整備を目指すものとする。 

また、新興感染症の特性や当該感染症への対応方法を含めた最新の知見の収
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集状況、感染症対策物資等の確保の状況等が事前の想定とは大きく異なる場合

は、道は、国における当該場合に該当する旨及びその程度その他新興感染症に関

係する状況の判断を踏まえ、迅速に新興感染症への対応を行うものとする。 

④ 段階的な対応 

    新興感染症発生の公表後の流行初期の一定期間（３か月を基本として必要最

小限の期間を想定）経過後、道は、国の方針を踏まえ、病床の確保等に当たっ

ては、感染状況に応じ段階的に対応する考え方を設定し、当該段階ごとに必要

な病床数等を確保するなどの対応を行うものとする。 

(10) 道は、新興感染症の発生及びまん延に備え、(4)から(6)までの医療措置協定を

締結するに当たり、新型コロナウイルス感染症における医療提供体制を参考に、

必要な医療提供体制を確保することを基本としつつ、重症者用の病床の確保も行

うとともに、各地域の実情に応じて、特に配慮が必要な患者（精神疾患を有する

患者、妊産婦、小児、透析患者、障がい者（児）、高齢者、認知症である者、がん

患者、外国人等）、感染症以外の患者への対応を含めて切れ目のない医療提供体制

の整備を図るものとする。 

なお、新興感染症の発生及びまん延時において、新興感染症の特性等が事前の

想定とは大きく異なる事態の場合として、国においてその判断が行われた場合は、

医療措置協定の内容について迅速に変更する又は状況に応じて柔軟に対応を行う

ことについて、協定締結医療機関と速やかに協議を行うものとする。 

(11) 公的医療機関等、地域医療支援病院及び特定機能病院については、各地域にお

けるその機能や役割を踏まえ、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間に

新興感染症に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を講ずることとされて

おり、知事は当該医療機関が講ずべき措置及びその費用の負担の方法について、

協定内容に基づき各医療機関に対し通知するものとする。 

(12) 道は、(5)の第二種協定指定医療機関のうち、新型インフルエンザ等感染症等発

生等公表期間に、高齢者施設等の療養者に対し新興感染症に係る医療の提供を行

う医療機関、薬局等と平時に医療措置協定を締結し、特に高齢者施設等に対する

医療支援体制の確保に努めるものとする。 

(13) 道は、新興感染症の特性等により、陰圧病床の確保が必要となる場合は、結核

など、他の感染症の診療体制の確保にも留意しながら、関係医療機関と協議し、

必要な医療提供体制の確保に努めるものとする。 

(14) 道は、新興感染症のパンデミック時に備え、予防又は治療に必要となる医薬品

や個人防護具といった物資の備蓄又は確保に努めるものとする。 

(15) 道は、医療機関等と医療措置協定を締結するに当たっては、診療等の際に用い

る個人防護具の備蓄の実施が医療措置協定に適切に位置づけられるよう協議する

ものとする。 

 

３  その他感染症に係る医療の提供体制 

(1) 基本指針においては、感染症の患者に係る医療は、感染症指定医療機関のみで提

供されるものではなく、一類感染症、二類感染症又は新型インフルエンザ等感染症

道は、新興感染症の発生及びまん延に備え、（4）から（6）までの医療措置協定を

公的医療機関等、地域医療支援病院及び特定機能病院については、各地域にお

道は、新興感染症のパンデミック時に備え、予防又は治療に必要となる医薬品

道は、新興感染症の特性等により、陰圧病床の確保が必要となる場合は、結核

道は、（5）の第二種協定指定医療機関のうち、新型インフルエンザ等感染症等発

道は、医療機関等と医療措置協定を締結するに当たっては、診療等の際に用い
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の患者であっても、最初に診察を受ける医療機関は、一般の医療機関であることが

多く、三類感染症、四類感染症又は五類感染症については、原則として一般の医療

機関において医療を提供するものとされている。 

このため、道・保健所設置市は、これらの医療機関に対し、国及び道・保健所設

置市から公表される感染症に関する情報の把握や、医療機関内の感染症のまん延防

止のために必要な措置が講じられるよう、働きかけを行うものとする。 

また、感染症の患者等に対し差別的な取扱いが行われることなく、良質かつ適切

な医療の提供がなされるよう、医療機関に対し、働きかけを行うものとする。 

(2) 一類感染症、二類感染症等であって、国内に病原体が常在しないものについて、

国内で患者が発生するおそれが高まる場合には、道が、当該感染症の外来診療を担

当する医療機関を選定し、保健所が当該医療機関に感染が疑われる患者を誘導する

など初期診療体制を確立することにより、地域における医療提供体制に混乱が生じ

ないよう努めるものとする。 

(3) 道・保健所設置市は、医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会等の医療関係団

体等の協力を得ながら、一般の医療機関における感染症の患者への良質かつ適切な

医療の提供が確保されるよう努めるものとする。   

(4) 歯科医療機関は、感染症発生・まん延時の在宅療養患者等において、口腔衛生及

び口腔機能の維持・管理を行うことが重要であることから、歯科衛生士の協力も得

ながら、在宅歯科医療や高齢者施設等との連携を含め、地域の実情を踏まえた歯科

保健医療体制の充実が求められ、道は、必要な対応を行うものとする。 

(5) 薬局は、感染症発生・まん延時の在宅療養患者等に対して、医療機関や訪問看護

事業所等と連携し、薬学的管理の下、訪問等による患者への適切な服薬指導等を行

うとともに、在宅療養で必要な医薬品や医療・衛生材料等の供給体制の確保が求め

られ、道は、必要な対応を行うものとする。 

(6) 訪問看護事業所は、感染症発生・まん延時における在宅療養患者等に対して、医

療処置や療養生活の支援等の訪問看護サービスを安定して提供するために、訪問看

護事業所間や関係機関と平時から連携し、在宅療養の環境整備が求められ、道は必

要な対応を行うものとする。 

 

４ 関係機関及び関係団体との連携 

(1) 道は、感染症の患者に対する良質かつ適切な医療の提供体制の確保を図るため、

感染症指定医療機関に対し、必要な情報提供を行うとともに、これらの医療機関等

と緊密な連携を図るものとする。 

(2) 保健所は、地域における感染症対策の中核的機関として、感染症指定医療機関や

医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会等の医療関係団体等と緊密な連携を図る

ものとする。 

(3) 一般の医療機関は、感染症の患者を診察する最初の医療機関となる可能性がある

ことから、道・保健所設置市は、医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会等の医

療関係団体等の協力を得ながら、一般の医療機関と連携が図られるよう努めるもの

とする。 

道は、感染症の患者に対する良質かつ適切な医療の提供体制の確保を図るため、
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また、連携協議会等を通じるなどして、平時から医療関係団体等のほか、高齢者

施設等や障害者施設等の福祉関係団体等とも連携を図るものとする。 

 

５  数値目標等 

指標名 流行初期 流行初期以降 

入院病床数 1,734 床 2,448 床 

発熱外来医療機関数 84機関 1,146 機関 

自宅療養者等医療提供機関数 － 2,632 機関 

後方支援医療機関数 － 108 機関 

派遣可能人材数（医師） － 61人 

派遣可能人材数（看護師） － 128 人 

個人防護具を２か月分以上備蓄

する協定締結医療機関の割合 
80％ 

    

 

 第７ 感染症の患者の移送のための体制の確保に関する事項             

 

１ 基本的な考え方 

道・保健所設置市は、知事・保健所設置市長が入院を勧告した患者又は入院させ

た患者の医療機関への移送に当たっては、保健所のみでは対応が困難な場合におい

ても必要な患者搬送が行えるよう、移送体制の確保を図るものとする。 

 

２ 感染症患者の移送のための体制確保の方策 

(1) 感染症の患者の移送について、道・保健所設置市は、平時から関係部局間で連携

し、役割分担、人員体制の整備を図るとともに、地域の協議の場を通じるなどして、

消防機関と連携し、感染症の患者の病状を踏まえた移送の対象者及び感染症の特性

を踏まえた安全な移送体制について、地域の救急搬送体制の確保の観点も十分に考

慮した上で、協議し、必要に応じて協定を締結するものとする。 

(2) 道・保健所設置市は、地域の協議の場を通じるなどして、配慮を必要とする高齢

者施設等の入所者の移送方法などについて、高齢者施設等の関係団体等とも連携し、

地域の実情に応じ必要な事項を協議するものとする。 

また、平時から関係者を含めた移送訓練や演習等を計画し、実施するよう努める

ものとする。 

 

３ 関係機関及び関係団体との連携 

道・保健所設置市は、入院勧告等に係る移送を行うに当たり、保健所等との協定

等により消防機関と連携する場合には、第10の２（4）の入院調整に関連させるな

どして、円滑な移送が行われるよう努めるものとする。 

また、平時から消防機関と医療機関間において、受入体制の情報を共有する体制
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を構築できるよう、努めるものとする。 

さらに、消防機関が傷病者を搬送した後、当該傷病者が、法第12条第１項第１号

等に規定する届出を必要とする感染症患者等であると医療機関が判断した場合に、

医療機関から消防機関に対して、当該感染症等に関し適切に情報等が提供されるよ

う、道・保健所設置市は医療機関に対し周知を図るものとする。 

 

 

 第８ 宿泊施設の確保に関する事項                       

 

１ 基本的な考え方 

新興感染症が発生した場合には、重症者を優先する医療体制へ移行することも想

定されるため、道・保健所設置市は、自宅療養者等の家庭内感染等や医療体制のひ

っ迫を防ぐ等の観点から、新興感染症の特性や、感染力その他当該感染症の発生及

びまん延の状況を考慮しつつ、宿泊施設の体制を整備できるよう、平時から関係者

や関係機関と協議を進めるものとする。 

 

２ 宿泊施設の確保に関する事項の方策 

(1) 道・保健所設置市は、民間宿泊業者等と感染症の発生及びまん延時の宿泊療養の

実施に関する宿泊施設確保措置協定を締結すること等により、平時から宿泊施設の

確保を行うものとする。 

(2) 道・保健所設置市は、設置した宿泊施設の運営に係る体制確保（人材確保を含む）

の方策を平時から検討し有事に備えるとともに、宿泊施設運営業務マニュアル等を

整備するものとする。 

また、感染症の発生及びまん延時には、医療体制の状況を踏まえつつ、迅速に職

員、資機材等を確保する等、円滑な宿泊施設の運営体制の構築及び実施を図るもの

とする。 

 

３ 関係機関及び関係団体との連携 

道・保健所設置市は、必要に応じて連絡会議等を開催するなど、宿泊施設確保措

置協定を締結する宿泊施設等との円滑な連携を図るものとする。 

 

４ 数値目標等 

 

 

 

 

 

宿泊施設確保居室数 

流行初期 流行初期以降 

930室 2,545 室 
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 第９  新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者又は新感染症外出自粛    

     対象者の療養生活の環境整備に関する事項               

 

１ 基本的な考え方 

(1) 道・保健所設置市は、新型インフルエンザ等感染症又は新感染症の外出自粛対象

者（外出自粛に係る法の規定が適用される指定感染症にあっては、当該感染症の外

出自粛対象者。以下「外出自粛対象者」という。）が、体調悪化時等に適切な医療

に繋げることができる健康観察体制等の整備について、平時から準備を進め、感染

拡大期等に速やかに機能するよう努めるものとする。 

また、外出自粛により生活上必要な物品等の入手が困難になることから、当該対

象者に対し、生活上の支援を行うことができる体制等の整備に努めるものとする。 

なお、これらの体制整備に当たっては、離島等の地理的条件や自宅療養者の急増

等を考慮した体制の構築、要援護者への合理的配慮を含めた支援のあり方などに配

慮するものとする。 

(2) 道・保健所設置市は、高齢者施設等や障害者施設等の入所者が施設内で療養する

場合に、施設内で感染がまん延しないよう、施設の役割や機能に応じた助言等がで

きる体制等の整備について、平時から準備を進めるものとする。 

 

2 療養生活の環境整備の方策 

(1) 道・保健所設置市は、健康観察の体制整備に当たり、医療機関、医師会、薬剤師

会、看護協会等の医療関係団体等と連携するなどして、支援体制の構築について、

平時から準備を進めるものとする。 

(2) 道・保健所設置市は、生活上の支援等を行うことができる体制等の整備に当たり、

市町村の協力や民間事業者等との連携により、食料品等の生活必需品等を支給でき

るよう平時から準備を進めるとともに、自宅療養時においても、薬物療法を適切に

受けられるように必要な医薬品を供給できる体制の整備に努めるものとする。 

また、外出自粛対象者が、介護保険の居宅サービスや障害福祉サービス等を受け

ている場合には、介護サービス事業者や障害福祉サービス事業者等との連携も重要

であることから、平時から会議や研修の機会を活用するなどし、関係事業者等との

連携強化に努めるものとする。 

(3) 道・保健所設置市は、健康観察や生活支援等を効率的に行うため、平時からICTや

医療DXの活用・導入を推進するものとする。 

(4) 道・保健所設置市は、必要に応じて医療措置協定を締結した医療機関等と連携し、

高齢者施設等や障害者施設等に、基本的な感染対策や、施設の状況に応じたゾーニ

ング、施設が行う研修・訓練等に関する助言を行い、施設内で感染がまん延しない

よう、平時から準備を進めるものとする。 

 

3 関係機関及び関係団体との連携 

(1) 道は、市町村の協力の下、外出自粛対象者の健康観察や生活支援等の役割分担等

について必要な調整を行うものとする。 
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(2) 道・保健所設置市は、外出自粛対象者の健康観察や生活支援等の実施に当たり、

医療機関や医師会、薬剤師会、看護協会などと連携して検討するほか、連携協議会

等を通じるなどして、協議を行うものとする。 

(3) 道・保健所設置市は、福祉ニーズのある外出自粛対象者が適切な支援を受けられ

るよう、平時から、各種会議や研修の場等を通じて、介護サービス事業者、障害福

祉サービス事業者等と情報交換や意見交換を行うなどして、連携を強化するものと

する。 

 

 

 第 10 感染症の予防又はまん延防止のための総合調整・指示の方針に関する事項          

 

１ 基本的な考え方 

(1) 知事は、法第63条の３第１項に基づき、平時から新型インフルエンザ等感染症等

発生等公表期間に至るまで、感染症の発生及びまん延を防止する必要がある場合、

保健所設置市長、市町村長及び関係機関に対して人材確保や移送方法など、必要な

体制整備等の総合調整を行うことができるものとする。 

また、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において、道民の生死に直

結する緊急性を有する入院勧告又は入院措置を実施するために必要な場合には、知

事は、保健所設置市長への指示を行うことができるものとする。 

(2) 知事は、都道府県間の広域的な総合調整を行う必要がある場合は、厚生労働大臣

からの指示を受けて適切な対応を行うものとする。 

 

２ 関係機関及び関係団体との連携 

(1) 知事による総合調整は、平時であっても感染症対策に当たり必要がある場合に実

行できることとし、保健所設置市長、市町村長のほか、医療機関や感染症試験研究

等機関といった民間機関も対象とする。 

また、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間における体制整備等の総合

調整の考え方については、平時から関係者に共有するものとする。 

(2) 知事は、総合調整を行う必要があると認めるときは、保健所設置市長や他の関係

機関等に対し、報告又は資料の提供を求めることができるものとする。 

(3) 知事による指示は、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において、道

民の生死に直結する緊急性を有する入院勧告や入院措置を実施するために必要な

場合に、保健所設置市長に対してのみ行うことができるものとする。 

(4) 道は、確保した病床に患者が円滑に入院できるようにするため、連携協議会等の

場を活用するなどして、保健所や医療機関、高齢者施設等との連携強化を図るもの

とする。 

また、保健所設置市等に対する平時からの体制整備等に係る総合調整権限や、新

型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間の指示権限を適切に行使しながら、円

滑な入院調整体制の構築、実施を図るものとする。 
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 第 11 感染症対策物資の確保に関する事項  

１ 基本的な考え方 

個人防護具等の感染症対策物資については、感染症の予防及び感染症の患者に対

する診療において欠かせないものであることから、特に新型インフルエンザ等感染

症等の全国的かつ急速なまん延が想定される感染症が発生した際には、感染症対策

物資の需要の急拡大が見込まれるため、道と国との役割分担により、必要な対応を

行うものとする。 

２ 個人防護具等の確保の方策 

道・保健所設置市は、新興感染症のパンデミック時に、個人防護具等の供給及び

流通を適確に行うため、事業者との連携の下、個人防護具等の備蓄又は確保に努め

るものとする。 

 第 12 感染症に関する啓発及び知識の普及並びに感染症の患者等の人権の尊

 重に関する事項 

１ 基本的な考え方 

(1) 道及び市町村は、感染症の発生に際して、道民の理解の増進に資する必要がある

と認めるときは、個人情報の保護に留意の上、各種広報媒体等を活用し、法及び関

係法令等に基づく適切な情報の提供及び感染症とその予防に関する正しい知識の

普及を行うとともに、感染症のまん延防止のための措置を行うに当たっては、患者

等の人権を尊重するものとする。

(2) 医師等は、患者等への説明と同意に基づいた医療の提供を行うことを基本とする

ものとする。

(3) 道民は、感染症に関する正しい知識を持ち、その予防に注意を払うとともに、偏

見や差別により患者等の人権を損なわないことが求められ、道は、必要な対応を行

うものとする。

２ 感染症に関する啓発及び知識の普及並びに感染症の患者等の人権の尊重に関す 

る方策 

(1) 患者やその家族、それら患者等と接する機会の多い職業に従事する方々などへの

差別及び偏見の排除等はもとより、感染症の予防やまん延防止等を進めるため、道

及び市町村は、感染症に関する正しい知識の普及とともに、これに基づく取扱いの

定着を図るものとする。

特に、保健所は、地域における感染症対策の中核的機関として、感染症に関する

情報提供や相談等に対応するものとする。 

また、連携協議会等で議論を行う際には、患者等の人権を尊重して感染症対策の

議論を行うものとする。 
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(2) 道・保健所設置市は、患者等のプライバシーの保護を図るため、関係職員に対し

研修等を通じてその徹底を図るとともに、医療機関等に対し適切な指導を行うもの

とする。

(3) 道・保健所設置市は、医師が感染症に関する届出を行った場合には、当該医師が

状況に応じて、患者等に対し当該届出の事実等を通知するよう、その周知に努める

ものとする。

(4) 報道機関においては、個人情報に注意を払い、常時、適確な情報の提供がなされ

ることが重要であることから、道・保健所設置市は、報道機関と平時から適切な連

携を図るものとする。

(5) 道・保健所設置市は、取り組む方策の有効性を高めるため、連携協議会を通じる

などして、行政機関相互、医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会等の医療関係

団体等との連携を図るものとする。

 第 13 感染症の予防に関する人材の養成及び資質の向上に関する事項 

１ 基本的な考え方 

FETP-J

２ 人材の養成及び資質の向上 

(1) 知事・保健所設置市長は、国立保健医療科学院、国立感染症研究所等で実施され

る感染症対策・感染症検査等に関する研修会や実地疫学専門家養成コース（FETP-

J）等に保健所や衛生研究所職員等を継続的に派遣することを基本とし、この研修

により習得した専門的な知識を十分活用するものとする。

(2) 道・保健所設置市は、ICD、ICNや FETP-J へ派遣した人材及びこれら専門家の知

識を活用しながら、保健所職員等向けの研修会を開催すること等により、感染症対

策を担う人材の資質の向上を図るものとする。

(3) 道・保健所設置市においては、IHEAT（※）要員の確保及び研修の実施など、IHEAT

要員の活用に向けた準備を行うものとする。

※ 感染症等の拡大時に保健所で保健師等の専門職が不足した場合に備え、潜在保

健師等の専門職を登録する人材バンク

(4) 第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関、第一種協定指定医療機
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関及び第二種協定指定医療機関による、感染症対応を行う医療従事者等の新興感染

症の発生を想定した必要な研修・訓練の実施又は国、道・保健所設置市若しくは医

療機関が実施する当該研修・訓練への参加が図られるよう、道・保健所設置市は、

当該医療機関へ働きかけるものとする。 

また、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間における、感染症医療担当

従事者等の他の医療機関、宿泊施設及び高齢者施設等への派遣に向けて、平時から

研修や訓練の実施に取り組めるよう、働きかけるものとする。 

(5) 道・保健所設置市は、医師会・看護協会等の関係団体において、会員等に対する

感染症に関する研修等が実施されるよう、働きかけるとともに、必要な協力を行う

ものとする。 

(6) 道・保健所設置市は、保健所等の関係職員に対し、医師会・看護協会等の関係団

体が行う感染症に関する研修会等への積極的な参加を進めるなど、職員等の資質の

向上に努めるものとする。 

 

３ 数値目標等 

指標単位 
研修等を年１回以上実施等している協定締結医療機関の 

割合、保健所職員等の研修・訓練回数 

協定締結医療機関 100％ 

保健所職員等 年 1回以上 

 

 

 第 14 感染症の予防に関する保健所の体制の確保に関する事項            

 

１ 基本的な考え方 

(1) 保健所は地域の感染症対策の中核的機関として、地域保健法（昭和22年法律第

101号）に基づき厚生労働大臣が策定する基本指針とも整合性を図りながら、必要

な情報の収集、分析、対応策の企画立案・実施、リスクコミュニケーション等を行

う機関であることから、感染症の感染拡大時にも、健康づくり等の地域保健対策を

継続できることが重要である。 

また、平時から有事に備えた体制を構築しておき、有事の際には速やかに体制を

切り替える仕組みについて、必要な対策を講じるものとする。 

(2) 道・保健所設置市は、保健所における感染症発生時の対応の迅速化、業務の効率

化を目的に、感染症に関する情報の一元管理と共有について、ICTの活用も視野に

入れた体制の整備に努めるものとする。 

また、道・保健所設置市は、感染症発生時に備えて、保健所における外部人材の

活用も含めた必要な人員の確保、受入体制の整備、必要な機器及び機材の整備、物

品の備蓄、業務の一元化、外部委託、医療DX推進等も視野に入れ、平時から準備を

進めるよう努めるものとする。 

 

保健所は地域の感染症対策の中核的機関として、地域保健法（昭和22年法律第
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２ 感染症の予防に関する保健所の体制の確保 

(1) 感染症のまん延が長期間継続しても、保健所が地域の感染症危機管理の拠点とし

ての役割や機能の発揮に向け、必要となる保健所の人員数を想定しつつ、感染症発

生時における体制を迅速に構築することができるよう、関係部局と調整し、平時か

ら準備を進めるよう努めるものとする。 

(2) 道・保健所設置市は、保健所が感染経路の特定、濃厚接触者の把握等に係る積極

的疫学調査等の専門的業務を実施できるよう、感染症の拡大を想定し、保健所にお

ける人員体制の確保や設備等を整備するよう努めるものとする。 

体制の整備に当たっては、業務の外部委託や道における一元的な実施、ICTの活

用などを通じた業務の効率化を進めるとともに、IHEAT要員や市町村等からの応援

体制を含めた人員体制、受入体制の構築（応援派遣要請のタイミングの想定も含む。）

に加え必要な機器及び機材の整備、物品の備蓄に努めるものとする。 

また、職員のメンタルヘルス等、健康管理対策のほか、住民の不安などのメンタ

ルヘルスに対応する相談体制の充実にも努めるものとする。 

(3) 道・保健所設置市は、地域の健康危機管理体制を確保するため、保健所に保健所

長を補佐する統括保健師等として総合的なマネジメントを担う保健師を継続して

配置するものとする。 

 

３ 関係機関及び関係団体との連携 

(1) 道・保健所設置市は、連携協議会等を通じるなどして、市町村（保健所設置市を

除く）、診療に関する学識経験者の団体、消防機関などの関係機関、医療関係団体

等と保健所業務に係る内容を情報共有し、必要な連携を図るものとする。 

(2) 保健所は、感染症発生時における連携体制を確保するため、平時から関係部局や

衛生研究所と協議し、検査や積極的疫学調査等に関する役割分担を確認するととも

に、管内の市町村と協議し、感染症発生時における協力について検討するものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 26 -



４ 数値目標等 

(1) 保健所における流行開始から１か月間において、想定される業務に対応する人員

確保数

保健所 人員数 保健所 人員数 

岩見沢保健所 109 人 名寄保健所 54人 

滝川保健所 68人 富良野保健所 52人 

深川保健所 38人 留萌保健所 53人 

江別保健所 136 人 稚内保健所 75人 

千歳保健所 170 人 網走保健所 63人 

倶知安保健所 94人 北見保健所 105 人 

岩内保健所 24人 紋別保健所 53人 

室蘭保健所 96人 帯広保健所 177 人 

苫小牧保健所 157 人 釧路保健所 134 人 

浦河保健所 35人 根室保健所 42人 

静内保健所 49人 中標津保健所 39人 

渡島保健所 126 人 札幌市保健所 400 人 

八雲保健所 37人 旭川市保健所 240 人 

江差保健所 47人 市立函館保健所 80人 

上川保健所 76人 小樽市保健所 60人 

(2) IHEAT 研修の年度ごとの受講者数

区分 IHEAT 研修の受講者数（※） 

北海道（保健所設置市除く。） 32 人 

札幌市保健所 5人 

旭川市保健所 3人 

市立函館保健所 10 人 

小樽市保健所 

※保健所における人員確保数の内数

 第 15 特定病原体等を適正に取り扱う体制の確保に関する事項 

１ 基本的な考え方 

特定病原体等の適正な取扱いについては、国内における病原体等の試験研究、検

査等の状況、国際的な病原体等の安全管理の状況その他の特定病原体等の適正な取

3人 
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扱いに関する国内外の動向を踏まえつつ行うものとする。 

 

２ 特定病原体等の適正な取扱いのための施策 

(1) 道・保健所設置市は、国と連携し、特定病原体等を所持する衛生研究所等に対し

て、特定病原体等（※）の適切な取扱い等に関する情報を提供するものとする。 

(2) 特定病原体等を所持する衛生研究所等は、法の規定を遵守し、その管理の徹底を

図るものとする。 

また、事故及び災害等が発生した場合においては、国、道及びその他関係機関と

十分な連携を図り、特定病原体等による感染症の発生を予防し、又はそのまん延を

防止するものとする。 

※ 法において病原性の程度のほか、国民の生命および健康に与える影響の強さに 

より一種病原体等から四種病原体等に分類し、所持、輸入等の禁止、許可、届出、 

基準の遵守等の規制が講じられている。 

なお、「病原体等」とは感染症の病原体及び毒素と定義されている。 

 

 

 第 16  緊急時における感染症の発生の予防及びまん延の防止、医療の提供のための    

             施策（道と市町村及び他都府県等との連絡体制の確保を含む）に関する事項                   

 

１ 道の初動対応 

道は、国内外で新興感染症の発生の疑いを把握した場合等には、北海道感染症対

策連絡本部を設置し、市町村や関係団体等と情報共有を図るとともに、地域の感染

状況に応じた注意喚起等の必要な対応を行うものとする。 

また、感染症の特性等に応じた保健医療提供体制の整備については、適時、連携

協議会からの専門的な助言を受けながら、対応するものとする。 

 

２ 国との連絡体制 

(1) 国との情報共有 

知事・保健所設置市長は、新感染症をはじめとする重大な感染症への対応など緊

急と認める場合にあっては、迅速かつ確実な方法により国へ連絡を行うものとする。 

(2) 事務の連携 

国が、感染症の患者の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために緊急の必

要があると認め、道・保健所設置市の行う事務について必要な指示を行った場合に

は、道・保健所設置市は、国と連携しながら迅速かつ適確な対策を講じるものとす

る。 

(3) 国への人材派遣等 

国が、国民の生命及び身体を保護するために緊急の必要があると認め、道・保健

所設置市に対して、感染症に関する試験研究又は検査を行っている機関の職員の派

遣その他特定病原体等による感染症の発生の予防又はまん延の防止のために必要

な協力を要請した場合は、道・保健所設置市は、国と連携しながら迅速かつ適確な
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対策を講じるものとする。 

(4) 国からの人材派遣等 

道・保健所設置市は、新感染症をはじめとする重大な感染症への対応など緊急と

認める場合にあっては、国と緊密な連携を図り、必要に応じて、関係職員及び専門

家の派遣や受け入れなどを図るものとする。 

新感染症の患者の発生や生物兵器を用いたテロリストによる攻撃が想定される

場合など、十分な知見が集積されていない状況で感染症対策が必要とされる場合に

は、道・保健所設置市は、国に、その職員や専門家の派遣等の支援を要請するもの

とする。 

 

3 市町村(保健所設置市除く)との連絡体制 

(1) 市町村との情報共有 

道・保健所設置市は、市町村に対し、関係する情報を提供するとともに、必要に

応じて､緊急時における相互の連絡体制を確保しておくものとする。 

また、道・保健所設置市は、消防機関等に対し、必要に応じて感染症に関する情

報等を適切に提供するものとする。  

(2) 人材派遣 

道は、感染症の発生状況や緊急度等を勘案し、必要に応じて、市町村と相互に関

係職員や専門家の派遣等について連携を図るものとする。 

 

４ 他都府県との連絡体制 

複数の都府県等にわたり感染症が発生した場合又はそのおそれがある場合には、

道は、必要に応じて関係する都府県と協力し、緊密な連絡体制の確保を図るものと

する。 

 

 

 第 17 その他感染症の予防の推進に関する重要事項                  

 

１ 施設内感染の防止  

(1) 病院、診療所、老人福祉施設等において感染症が発生し又はまん延しないよう、

道・保健所設置市は、これら施設の開設者又は管理者に対し、最新の医学的知見や

医療機関における実際の対応事例等を踏まえた施設内感染対策に関する情報や研

究の成果及び講習会・研修に関する情報を提供するものとする。 

(2) 施設の開設者及び管理者は、感染症に関する情報等に基づき、必要な措置を講ず

るとともに、施設内の患者等や職員の健康管理により、感染症が早期に発見される

よう努めるものとする。  

 

２ 災害防疫 

災害の発生時における防疫措置は、生活環境の悪化や被災者の病原体に対する抵

抗力が低下する等の悪条件が重なる中で行われることが多いことから、知事・保健
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所設置市長は、災害等の状況に応じて、関係部局と連携し、迅速かつ適確に所要の

措置を講じるとともに、保健所等を拠点として、迅速な医療機関の確保、防疫活動

及び保健活動等を実施し、感染症の発生予防及びまん延防止を図るものとする。  

 

３ 感染症の国内への侵入防止 

検疫法（昭和26年法律第201号）第18条第３項、第26条の３の規定により検疫所

長から健康に異常を生じた者に対し指示した事項等に係る通知を受けた知事・保健

所設置市長は、法第15条の２等の規定に基づく措置を講じることにより、感染症の

病原体の国内への侵入防止を図るものとする。 

また、検疫法第22条第２項に規定する検疫港以外に入港した船舶の長等から通報

を受けた保健所長は、検疫法第22条第３項の規定に基づく措置を講ずることにより

侵入防止を図るものとする。 

 

４ 外国人に対する適用 

法は、道内に居住し又は滞在する外国人についても同様に適用されるため、保健

所等の窓口に感染症対策を外国語で説明したパンフレットを備えておくなど、道・

保健所設置市は、外国人への情報提供に努めるものとする。 

 

５ 動物由来感染症対策 

動物由来感染症は、動物から人へ感染し、野生動物からだけでなく身近なペット

からも感染するものや重篤な症状を呈するものもあり、注意が必要な感染症である。 

このため、法制上、人間に感染するおそれの高い動物由来感染症を法の感染症に

位置づけ、その発生動向を把握するため、獣医師に対し、特定の感染症に感染して

いる動物を診断した場合に都道府県知事に届出を行うこととされているものであ

る。 

なお、動物由来感染症には、人も動物も重症になるもの、動物は無症状で人が重

症になるもの、その逆で人は軽症でも動物は重症になる病気など、病原体によって

様々なものがある。 

(1) 道・保健所設置市は、動物由来感染症に対する必要な措置等を速やかに行うため、

獣医師等に対し、法第13条に規定する届出や狂犬病予防法（昭和25年法律第247号）

に規定する届出について、その周知を図るとともに、ワンヘルス・アプローチ（人

間及び動物の健康並びに環境に関する分野横断的な課題に対し、関係者が連携して

その解決に向けて取り組むことをいう。）に基づき、保健所等と関係機関及び医師

会、獣医師会などの関係団体等との情報交換を行うこと等により連携を図って、道

民への情報提供を進めるものとする。 

(2) 道・保健所設置市は、積極的疫学調査の一環として動物の病原体保有状況調査

（動物由来感染症の病原体の動物における保有の状況に係る調査をいう。）により

広く情報の収集を行うことが重要であるため、保健所等と関係機関及び獣医師会な

どの関係団体等とが連携を図りながら調査に必要な体制の構築を図るものとする。 

(3) ペット等の動物を飼育する者は、前述の道民に提供された情報等により動物由来
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感染症に関する正しい知識を持ち、その予防に必要な注意を払うよう努めることが

求められ、道は、必要な対応を行うものとする。 

(4) 動物由来感染症の予防及びまん延の防止の対策については、媒介動物対策や、動

物等取扱業者への指導、獣医師との連携等が必要であることから、道・保健所設置

市は、感染症対策部門と動物に関する施策を担当する部門と適切に連携をとりなが

ら対策を講じるものとする。 

 

６ 薬剤耐性対策 

 近年、特定の種類の抗菌薬等の抗微生物剤が効かなくなる薬剤耐性は世界的に深

刻な健康上の脅威となっており、医療機関等の中だけでなく、医療機関等の外の市

中でも問題となっているところである。 

 従来の抗菌薬が効かない薬剤耐性を持つ細菌（薬剤耐性菌）が増えると、これま

では感染・発症しても軽症で回復できた感染症の治療が困難になってしまうことに

より、重症化し、死に至る可能性が高まるとされているところである。 

 代表的な薬剤耐性菌感染症は、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、カルバペ

ネム耐性腸内細菌目細菌感染症であり、感染症発生動向調査の届出患者数は、メチ

シリン耐性黄色ブドウ球菌感染症は全国及び全道とも近年は横ばい傾向にあるが、

カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症は全国では横ばい傾向にある中、全道は増

加傾向にある。 

  こうした薬剤耐性対策における課題として、薬剤耐性菌による感染症については、

新型コロナウイルス感染症などの急速にパンデミックを起こす可能性が高い感染

症に比して、危機感が認識されにくく、道民の薬剤耐性に関する認知度は高い水準

にあるとはいえない状況であることから、道民に対する薬剤耐性に関する知識と理

解を深める普及啓発が必要である。 

また、道では、感染症発生動向調査を通じて薬剤耐性の動向を把握しているが、

発生届による患者情報だけではなく、病原体に関する情報の収集や分析を行い、全

道でその動向を監視する必要がある。 

このほか、薬剤耐性の発生・伝播を抑制するため、医療現場における抗菌薬の適

正使用を促進する取組が必要である。 

(1) 薬剤耐性対策を推進するためには、薬剤耐性や抗菌薬に関する道民の知識と理解

が不可欠であることから、道・保健所設置市は、道民に対する情報発信に取り組む

ものとする。 

(2) 道は、薬剤耐性菌の動向の監視を行うため、引き続き、病原体の収集及び薬剤耐

性遺伝子等の分析を実施し、得られた結果を全道で共有する病原体サーベイランス

の体制整備に取り組むものとする。 

(3) 医療機関における薬剤耐性の対策や抗菌薬の適正使用が促進されるよう、医療機

関への普及啓発や国の施策と連動した支援に取り組むものとする。 
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